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大 型 切 断 機 導 入 の お 知 ら せ 

弊社テクノリサーチ部にて、顕微鏡観察用試料を切断するための新しい切断機が

導入されました。この新しい機器―メタカット２５１（ハルツオック・ジャパン株式会社）

―は、切断砥石による湿式切断機。直径１０ｃｍまでの固体試料であれば、定型不定

形を問わず容易かつ迅速に切断することができます。試験的に切断した一辺約５ｃｍ

の鋼材（写真右下）はおよそ３分で切断終了、その断面は鏡面に近く切断精度の高さ

がうかがわれます。 

これまで大きな固体試料の切断は、のこぎりを用いて人力で行ってきたため、場合

によっては切断を断念することもありましたが、本機の導入により作業効率・許容範囲

が大きく向上しました。断面観察等のご相談・ご依頼どしどしお寄せ下さい。  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律関連基準が一部改正されました 
昨年１０月に水質汚濁防止法に基づくトリクロロエチレンの排水基準が改正されたことを受けて、平成２８年６月２０日環境

省令第１６号により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等におけるトリクロロエチレンの各基準が変更されまし

た。同省令は平成２８年９月１５日から施行されます。変更内容は以下のとおりです。 

 

 

 

省 令 等 対 象 等 改正前 改正後  

特別管理産業廃棄物の判定

基準（廃棄物処理法施行規則

第１条の２） 

・廃溶剤の処理物（廃酸・廃ｱﾙｶﾘ） 

・廃酸・廃アルカリ又はその処理物 
3mg/L以下 1mg/L以下 

・廃溶剤の処理物（廃酸・廃ｱﾙｶﾘ以外） 

・汚泥又はその処理物（廃酸・廃ｱﾙｶﾘ以外） 
0.3mg/L以下 0.1mg/L以下 

金属等を含む産業廃棄物に

係る判定基準を定める省令 

・最終処分場に埋立処分する汚泥又はその処理物 

・海洋投入処分する有機性汚泥又は動植物性残さ 
0.3mg/kg以下 0.1mg/kg以下 

・海洋投入処分する廃酸、廃ｱﾙｶﾘ又は家畜ふん尿 0.3mg/L以下 0.1mg/L以下 

・海洋投入処分する無機性汚泥 0.03mg/L以下 0.01mg/L以下 

一般廃棄物の最終処分場及び

産業廃棄物の最終処分場に係

る技術上の基準を定める省令 

・放流水基準（管理型）. 0.3mg/L以下 0.1mg/L以下 

・地下水基準（全処分場共通） 

・浸透水基準（安定型） 
0.03mg/L以下 0.01mg/L以下 

 

水質汚濁防止法における排水基準が一部改正されました 
水質汚濁防止法による排水基準のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物およびアンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については暫定排水基準が設けられていますが、その適用期限が平成２８年６

月３０日までとなっていることから、平成２８年７月１日以降の暫定排水基準について新たに定める省令が出されました（平

成２８年６月１６日環境省令第１５号）。暫定基準が設定されている主な業種とその内容は以下のとおりです。 

 

 業 種 
ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 

ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ､ 
亜硝酸及び硝酸化合物 

 

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 

畜産農業     700mg/L 600mg/L 

粘土(うわ薬)かわら製造業 120mg/L 一般基準 一般基準 一般基準 一般基準 一般基準 

ほうろう鉄器製造業 
ほうろううわ薬製造業 

50mg/L 40mg/L 15mg/L 12mg/L   

電気めっき業 
排水量５０ｍ３以上 

40mg/L 30mg/L 
15mg/L  15mg/L  

300mg/L 
一般基準 

(100mg/L) 排水量５０ｍ３未満 50mg/L 40mg/L 

貴金属製造・再生業 50mg/L 40mg/L 一般基準 一般基準 3000mg/L 2900mg/L 

旅 館 業 500mg/L 500mg/L 50mg/L 50mg/L   

下水道業(ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ､ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ 
化合物製造業排水受入) 

一般基準 一般基準 一般基準 一般基準 150mg/L 130mg/L 
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